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一般社団法人 生活困窮者自立支援全国ネットワーク
理事 生水裕美

2025年２月１１日
【昭和女子大学専門職大学院】
福祉共創マネジメント専攻 シンポジウム
「消費者政策と福祉政策の現場の連携の在り方
～福祉共創社会の構築を目指して～」



30歳代女性。元カレと復縁したくて無料占いサイトにアクセス。そこから
SNSに誘導されて通話し次々に祈祷プランを勧められ、計４回６0万円の
お金を振り込んだ。しかし復縁できず納得いかないので返金してほしい。

本人からの相談

消費者センターが占いサイト事業者と交渉するがあっせん不調。弁護士
相談につなげる。

処理経過
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女性は、人間関係で悩み長年のひきこもり状態。元カレもネットで知り合っ
て会ったことがない。女性の話を傾聴し、精神不安定があるため保健師に
つなぎ病院受診をした。結果、障がい福祉サービスの利用と障害年金申
請につながった。年金受給が安心感になったのか就労活動を始めた。

福祉につなげる



実家に帰ったら、認知症の父親が電話勧誘でたくさん
のサプリメントを継続購入していた。解約し、今後は注
文を受けないようにして欲しい。

地域包括支援センターの職員が訪問したら、一人暮ら
しの高齢者が床下リフォームの勧誘を受け、依頼され
ていた。他にも高額な契約をしていないか心配だ。
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まわりが気付く

家族からの相談

地域包括支援センターからの相談



ひとり暮らしの高齢女性から、３0万円を口座から下ろして持ってきてほし
い、と連絡があった。理由を聞くと、訪問販売で布団を買ったので、明日お
金を渡すという。心配なので消費者センターに相談するよう伝えた。

金融機関からの相談

金融機関からの通知を受け女性に連絡したところ、「使っている布団は身
体に悪いといわれた」とのこと。内容を確認するため、地域包括支援セン
ターと自宅訪問し、契約書を発見、クーリング・オフの手続きを助言した。

処理経過
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女性は、一人暮らしで近くに頼れる身内がいない状況。すぐに「うん、わ
かった」と返事をされるので、今後の被害防止のために、地域包括支援セ
ンターが支援し（要支援２）デイサービスやヘルパー利用となった。これに
より地域の見守りにつながった。

見守りにつなげる



野洲市
消費生活センター

警察

健康推進課

民生委員
児童委員

障がい福祉課
地域包括支援センター

野洲市消費者
安全確保地域協議会

通報

野洲市消費生活センター

支援

要配慮市民等

個人情報
に留意！

野洲市見守りネットワーク

＊野洲市見守りネットワーク協定事業者（4７事業者）
＊野洲市の消費生活協力団体の委嘱（５団体）※R6.４.1現在

委嘱団体は必要に

応じて個人情報の提供
が可能！

消費生活協力

団体の委嘱

通報（個人情報含む）
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個人情報保護の規定あり 個人情報保護の規定なし
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根拠法：消費者安全法

(消費生活協力団体及び消費生活協力員)
第11条の7 地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行
う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱するこ
とができる。
２ 消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。
一 消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。
二 消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に
関する情報の提供その他の協力をすること。
三 消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供
すること。
（秘密保持義務）
第11条の8 消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれら
の者であった者は、消費者安全法第11条の7第二項各号に掲げる活動に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。
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個人情報提供可能



詐欺犯・悪質業者 消費者庁

行政
処分等

警察

捜査
逮捕

②´名簿情報
提供の要請

③´顧客名簿
情報の提供

野洲市社会福祉協議会、守山警察署、民生委員児童委
員、介護サービス事業所、障がい福祉サービス事業所、
医療機関、弁護士、その他会長が必要と認めるもの

必要な
範囲で
情報共有

消費者安全法
・消費者庁へ情報の求め・提供
・警察署へ情報の求め・提供
・構成員へ「見守りリスト」の提供

市の
福祉部局

民生委員
児童委員

守山
警察署

地域協議会の構成員が
見守り活動等を行う範囲
において情報を共有

③顧客名簿
情報の提供

②名簿情報
提供の要請

①押収した顧客名簿

野洲市消費生活センター
（地域協議会事務局）

野洲市消費者安全確保地域協議会

野洲市消費者安全確保地域協議会
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個人情報提供可能
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野洲市消費者安全確保地域協議会

見守りリストの分析



◎地域で解決したケース

「訪問販売で高額な布団を買ったら息子に『高すぎる！』と叱られた」と80歳代女性か
ら相談を受けた民生委員さん。
近くの自治会館に女性をお連れし、そこで自治会長等も集まって相談を受けられました。
「市役所に連絡しにくい」と言われるので、民生委員から契約書に記載のある事業者に
電話をし、「本人が解約したいと言っている」と断っていただきました。
あわせて、自治会長や民生委員ら、地域ぐるみで女性の相談を受けていて、平時見守り
活動をしていることを伝えることで、今後の抑止力にもなりました。

地域ぐるみで
対応されたこ
とで、
今後の被害
防止にもつな
がる。

地 域

センターから事業
者へ電話で解約
の確認。
クーリング・オフ期
間中で、支払いも
商品の引き渡し
もなかったことで、
無事解決！

行 政
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☛令和３年７月７日
被害を未然に防いで
いただいた店員様２
名と、同店舗のオー
ナー様、同社本部社
員様をお招きし、
感謝状の贈呈を行い
ました。

■相談に至った経緯
自宅のノートパソコンで動画の無料お試しを見ようとクリックしたら「登録完了」と表示された。自分
でどうしていいか分らず画面に表示された番号に電話した。すると「野洲市▲▲（地名）の●●さん
でしょ」「あなたが自らクリックしたのであなたに契約の責任がある」と相手はこちらの住所まで知って
いて驚いた。
「登録料金35万円を払え、払わなければ内容証明を送る」「いくらなら払えるか」と言われたので、
5万円位なら、と言ってしまった。
コンビニで楽天のプリペイドカード（5万円）を買って家に帰って電話してくるように、と言われたので
市役所近くのセブンイレブンに行って、指示されたカードを買おうとしたらコンビニの店員から詐欺だ
から市役所に相談に行くようにと促された。

■市での処理結果概要
ワンクリック詐欺の手口を
説明し、契約は成立してい
ないので無視し、相手とは
接触しないよう助言すると
ともに、同種手口の情報提
供をした。
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金融機関からの通報事例

高齢女性が、通帳を紛失したと頻繁に来店される。その度に、
再発行の手続きをするが、また紛失されてしまう。駐車場の
車の位置もうまく止められない状況。

金融機関からの相談

金融機関からの通知を受け、地域包括支援センターに情報提供し、自宅
訪問をしてもらう。同じ敷地に住む息子に事情を伝えるが、
最初は拒否。何度か訪問した結果、医療受診につながり「認知症」の診
断となる。通帳は息子が管理し、免許は返納となった。

処理経過
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参考資料



野洲市くらし支えあい条例の概要
https://www.city.yasu.lg.jp/jigyosha/1473993309254.html

• 「売り手よし(事業者)、買い手よし(消費者)、世間よし(地域)」。
• 近江商人の教えである三方よしを継承し、事業者と消費者がともに満
足し成長することで地域社会の発展を目指すことを条例の基本方針と
しています。

• 消費者被害その他の市民のくらしに関わる背景にその者の経済的困窮、
地域社会からの孤立、その他の生活上の諸課題があることを踏まえ、消
費者被害の解決のみならず、生活困窮者等を支援することにより、安全
かつ安心で市民が支えあうくらしの実現に寄与する事を目的としていま
す。

◎ 三方よし経営の促進

◎ 消費者苦情に対する解決力の強化

◎ 消費者被害の未然・拡大防止の推進

◎ 生活困窮者等への生活再建支援

◎ 見守りネットワークの構築 15

https://www.city.yasu.lg.jp/jigyosha/1473993309254.html


【消費者安全確保地域協議会】
消費者安全法
第11条の３ 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連
する分野の事務に従事するものは、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確
保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全
確保地域協議会を組織することができる。

くらし支えあい条例
第８条 市長は、法第11条の３第１項の規定に基づき、消費者安全の確保のための取り組み
を効果的かつ円滑に行うため、野洲市消費者安全確保地域協議会を組織する。

【見守りネットワーク】
くらし支えあい条例
第27条 市、事業者及び自治組織は、要配慮市民等が安心して暮らすことができるよう見
守るため、相互に連携を図りながら協力する組織（以下この条において「見守りネットワー
ク」という。）を構築するよう努めなければならない。

２ 市は、見守りネットワークを構築するときは、協力する事業者及び自治組織（当該見守り
ネットワークに協力する特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に
規定する特定非営利活動法人その他の団体があるときは、当該団体を含む。）と協定を
締結するものとする。
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